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Ⅰ はじめに

国内，外国のミュージシャンらが本人や所属・関連

事務所名義で，彼らの音楽活動やビジネスに関連が深

い，9類「録音又は録画済みの記録媒体」，16 類「ブロ

マイド（印刷物）」及び 41 類「録音又は録画済み記録

媒体の貸与」等を指定して，商標登録出願を行う場合

がある。

「歌手名・音楽グループ名」については，識別力なき

商標を例示列挙する 3 条 1 項各号に明記されておら

ず，また，審査基準にも 3条 1項各号に該当する例と

して説明されていない(1)。しかし，近年，これら商

品・役務に対して，「商品の品質（内容），役務の質（内

容）を表示するものにすぎない」等と審査段階で判断

されるケースが存在しており，これを不服とした拒絶

査定不服審判においては，登録審決・拒絶審決が混在

し判断が分かれている。

また，識別力が争われた審判における登録審決にお

いても，出願商標について「歌手名・音楽グループ名」

であると認められるとした上で登録を認めたり，「歌

手名・音楽グループ名」と認められないとした上で登

録を認めたりする審決が混在しており，「歌手名・音楽

グループ名」について識別力が認められるのか明確で

はない。

そこで，平成 23 年度 第 2 商標委員会 第 1 小委

員会では，「歌手名・音楽グループ名」について識別力

が争われた審決を整理・検討した。また，海外におけ

る「歌手名・音楽グループ名」の識別力の取り扱いに

ついて調査した。その上で，「歌手名・音楽グループ

名」の識別力について考察を試みた。

Ⅱ 日本の「歌手名・音楽グループ名」の識別力に

ついての審決の検討

１．検討審決について

以下，1999 年〜 2012 年になされた【審決リスト】に

掲載の 28 件の審決を検討した。検討審決の中には，

ミュージシャン本人及び所属事務所等の出願が含まれ

る。これら審決を内容別に分類すると，

（１） 類型Ａ：拒絶審決（識別力なし）

（２） 類型Ｂ：登録審決（「歌手名・音楽グループ
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名」であると認識される）

（３） 類型Ｃ：登録審決（「歌手名・音楽グループ

名」であると認識されない）

（４） 類型Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

に分類される。また，主に審判で争われた商品・役務

の詳細は，【商品・役務リスト】に示す通りである。

なお，各審決の詳細な内容については，【審決詳細リ

スト】に記載したので，そちらも参照いただきたい。

【審決リスト】

No. 商標 審決日 審判番号 区分 結論 類型 関係条文

1 BOB MARLEY 1999/06/21 不服平 10-004139 9 拒絶 Ａ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

2 2000/06/07 不服平 10-012917 16 拒絶 Ａ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

3 MARIAH CAREY 2001/08/06 不服平 10-017821 16 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

4 ROLLING STONES 2001/09/26 不服 2001-001340
3，9，26，30，

32，33，41，42
登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

5 2002/02/25 不服 2001-002883 9 登録 Ｃ
3 条 1 項 3 号／ 4 条 1 項 16 号

／ 4条 1項 7号／ 4条 1項 8号

6 2002/04/22 不服平 10-015864 9 拒絶 Ａ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

7 イナゴライダー 2004/07/09 不服 2003-021778 16 登録 Ｂ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

8 175R 2006/11/24 不服 2003-020976 16 登録 Ｂ 3条 1項 5号

9 175R 2006/11/24 不服 2004-008351 9 登録 Ｂ 3条 1項 5号

10 NIRVANA 2007/01/18 不服 2005-011470 9，16，41 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

11 2007/06/19 不服 2004-019192 9，25，41 登録 Ｂ 3条 1項 3号

12 天上智喜 2007/08/16 不服 2006-026808 9 登録 Ｃ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

13 2008/02/15 不服 2007-020908 9，41 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

14 2008/03/04 不服 2007-020906 9，41 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

15 2008/03/04 不服 2007-020907 9，41 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

16 METALLICA 2008/03/13 不服 2007-650053
3，6，9，14，

16，20，21，25
登録 Ｃ

3 条 1 項 3 号／ 4 条 1 項 16 号

／ 4条 1項 8号

17 2009/06/19 不服 2008-023617 9 登録 Ｂ 3条 1項 3号

18 2009/09/09 不服 2007-013332 9，41 拒絶 Ａ

3 条 1 項 3 号／ 4 条 1 項 16 号

／ 4 条 1 項 8 号／ 4 条 1 項 15

号

19 AVENGED SEVENFOLD 2009/12/02 不服 2009-650103 9，25，41 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

20 2010/03/24 不服 2008-021634 9 登録 Ｃ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

21 JIMI HENDRIX 2010/03/24 不服 2008-021635 9 登録 Ｂ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

22 ANGELS AND AIRWAVES 2011/05/27 不服 2008-650116 9，41 登録 Ｃ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

23 2PM 2011/09/12 不服 2010-026976 9，41 登録 Ｂ 3条 1項 5号

24 嵐 2011/10/12 不服 2011-007218 41 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

25 関ジャニ∞ 2011/10/12 不服 2011-007219 9，16，41 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

26 タッキー＆翼 2011/10/12 不服 2011-007220 9，16，41 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号
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27 TOKIO 2011/10/12 不服 2011-007221 9，41 登録 Ｄ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

28 THE OFFSPRING 2012/02/10 不服 2010-009344
9，16，25，35，

38，41
登録 Ｃ 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

【商品・役務リスト】

9 類 映写フィルム，スライドフィルム，EP レコード，LP レコード，録音及び録画済の磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，

録音済みのコンパクトディスク，コンパクトディスク ROM，その他のレコード，録音及び録画済のカード・フィルム・テープ・カ

セット・ディスク又はコンピュータチップ，ディジタル録音及びディジタル録画済のカード・フィルム・テープ・カセット・ディス

ク又はコンピュータチップ，電子出版物

16 類 印刷物，書画，写真，ポスター，音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック，ステッカー及び転写紙

41 類 音楽を録音した記憶媒体の貸与

２．内容分析

（１） 類型Ａ：拒絶審決

「BOB MARLEY」事件（No.1），「安室奈美恵 /

AMURO」事件（No.2），「GLOBE/ グローブ」（No.6），

「HOUND DOG/ハウンドドッグ」事件（No.18）にお

いては，「歌手名・音楽グループ名」は，商品の品質

（内容）を表示するにすぎないと判断された。

「HOUND DOG/ ハウンドドッグ」事件（No.18）は，

「歌手名・音楽グループ名」の識別力について詳細に検

討しており，「音楽CD等には，その媒体や表面ないし

ジャケットに，音楽CD等に記録された内容（コンテ

ンツ）を総称するタイトルや個々の収録曲のタイトル

のほか，その収録曲を歌唱，演奏する歌手等の名前も

表示されていることは，これら商品の需要者に広く知

られているところであ」り，そして，「・・・その収録

曲が「だれ」によって歌唱，演奏されたものであるの

かといったことや，その映像に「だれ」が出演してい

るのかといったことも，その商品の品質や役務の質と

密接な関連を有するというべきであるから，結局，本

願商標は，その商品の品質又は役務の質を表示したも

のと認識されるにすぎず，自他商品・役務の識別標識

として機能を果たしえないものといわざるを得ない。」

と指摘した上で，識別力を否定している。

（２） 類型Ｂ：登録審決（「歌手名・音楽グループ

名」であると認識される）

この類型Ｂには，「イナゴライダー」事件（No.7），

「175R」事 件（No.8），「175R」事 件（No.9），「50/

CENT」事件（No.11），「ESCOLTA/エスコルタ」事件

（No.17），「JIMI HENDRIX」事件（No.21），「2PM」事

件（No.23）があり，拒絶理由通知において「歌手名・

音楽グループ名」と認識され内容表示であると通知さ

れた事件（No.7，No.17，No.21）と，審査において，3

条 1項 3号の「価格」に該当（No.11），3条 1項 5号の

「極めて簡単で，かつ，ありふれた標章のみから商標」

に該当（No.8，No.9，No.23）すると拒絶理由が通知さ

れた事件に大別される。

第１のグループにおいて，「ESCOLTA/ エスコル

タ」事件（No.17）は，「4人の男性コーラスグループ名

であるとしても，・・・直ちに商品の内容を表示するも

のとまではいえない」，「JIMI HENDRIX」事件

（No.21）においても，「該文字が，ジミ・ヘンドリック

スに何らかの関連がある商品であると理解することが

できたとしても，直ちに商品の内容を表示するとまで

いえない」と指摘され，自他商品の識別力を有すると

して登録が認められた。

第２のグループの「175R」事件（No.8），「175R」事

件（No.9）では，審査において，「極めて簡単で，かつ，

ありふれた標章のみからなる商標（3条 1項 5号）」で

あると拒絶されたが，審決は，ロックバンドとして広

く知られている「イナゴライダー」の称呼・観念が生

じるものとして登録を認めている。また，「50/

CENT」事件（No.11）は，審査において「価格表示」

であるとして 3条 1項 3号に該当するとされたもので

あるが，審決は「芸名として相当程度知られる」とし

て識別力を有することを認めている。また，「2PM」

事件（No.23）は，3条 1項 5号に該当するとして拒絶

されたものであるが，審判においては，「本願商標

は，・・・韓国出身のアイドルグループの名称を表した

ものとして認識されるとみるのが相当・・・指定商品

及び指定役務に使用するときは，自他商品又は自他役

務の識別標識としての機能を果たし得る」という判断

がなされている。
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（３） 類型Ｃ：登録審決（「歌手名・音楽グループ

名」であると認識されない）

「(Zilch)/ ジルチ」事件（No.5），「天上智喜」事件

（No.12），「METALLICA」 事 件 （No.16），「Jimi

Hendrix」 事 件 （No.20），「ANGELS AND

AIRWAVES」事件（No.22），「THE OFFSPRING」事

件（No.28）については，審査においては，「歌手名・音

楽グループ名」と認識され識別力がないと拒絶された

ものであるが，審判において，ミュージシャンらが有

名でない又は他の理由付けにより登録を認められた審

決 で あ る。「ANGELS AND AIRWAVES」事 件

（No.22）においては，ロックバンドの名称を想起させ

るものとは言い難いとして登録を認めている。

「METALLICA」事件（No.16）は，「バンドの名称を表

す場合があるとしても，合名会社の名称として商品の

出所を表示する」として登録を認めている。「Jimi

Hendricx」事件（No.20）においては，「Jimi Hendrix」

の筆記体風文字からなる出願商標が「一見していかな

る欧文字を表したものであるかを直ちに理解すること

は 困 難」と し て，識 別 力 を 認 め た。「THE

OFFSPRING」事件（No.28）は，アメリカのロックバ

ンドの名称と認められるものの，我が国における CD

等の発売枚数等を確認することができず，法人の名称

として出所を表示するとして登録が認められた。

（４） 類型Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

拒絶された商品を審判段階において削除し登録に

な っ た の は，「MARIAH CAREY」事 件（No.3），

「ROLLING STONES」事件（No.4），「NIRVANA」事

件（No.10），「No Regret life/ノー・リグレット・ライ

フ」事件（No.13），「THE RODEO CARBURETTOR/

ロデオキャブレター」事件（No.14），「千万石 /せんま

んごく」事件（No.15），「AVENGED SEVENFOLD」

事件（No.19），「嵐」事件（No.24），「関ジャニ∞」事件

（No.25），「タッキー＆翼」事件（No.26），「TOKIO」事

件（No.27）である。なお，「MARIAH CAREY」事件

（No.3）においては，審査段階で「書籍等の印刷物，書

画，写真」が拒絶されたが，審判段階の補正により，

「印刷物（書籍を除く。），書画，写真」が残され登録が

認められている。

３．時系列の分析

上述した審決を時系列に分析すると，以下の通りで

ある。

2004 年以前には，「歌手名・音楽グループ名」につい

て，9類，16 類について登録が認められていない。

2004 年以降では，「HOUND DOG/ ハウンドドッ

グ」事件（No.18）において識別力が否定されたもの

の，他は，削除補正によって登録も認められた件も含

め総て登録が認められている。

４．日本について小括

以上の通り，「歌手名・音楽グループ名」の識別力が

争われた審判では，登録審決，拒絶審決が混在してい

る。「HOUND DOG/ ハウンドドッグ」事件（No.18）

においては，上述の通り，収録曲が「だれ」によって

歌唱，演奏されたものであるかもその商品の品質を表

示するものであると指摘された上で識別力が否定され

ており，一方で，「ESCOLTA/ エスコルタ」事件

（No.17），「JIMI HENDRIX」事件（No.21）において

は，「歌手名・音楽グループ名」と認識されるとされた

上で，登録が認められている。また，2004 年以降は，

登録審決が多いが，登録審決においても，「歌手名・音

楽グループ名」であると認めつつ識別力を認める審

決，「歌手名・音楽グループ名」と認識されないことや

「法人名称」であることを理由に認める審決があり，登

録を認める理由については様々である。従って，「歌

手名・音楽グループ名」について識別力が認められて

いるのか否かは未だ不明であると考えられる。

【審決詳細リスト】

No.1

審決日 1999.06.21

審判番号 不服平 10-004139

商標 BOB MARLEY

請求の結論 拒絶

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号
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出願人と歌手との関係 遺族が経営する法人

審決の理由

「BOB MARLEY」（ボブ・マーリー）に関する内容のビデオテープ，及び作曲或いは歌手によるレコードアル

バムが発売されている実情が認められる。

そうとすれば，「BOB MARLEY」の文字よりなる本願商標をその指定商品中「映写フィルム，スライドフィ

ルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，レコード」に使用した場合，これに接する取引者，需要者

は，該商品が「BOB MARLEY」に関する内容とするもの，又は「BOB MARLEY」の作曲，歌手による作品即

ち商品の品質（内容）を表したものとして容易に理解され，自他商品の識別機能を有しない。

審査拒絶商品・役務 9類「映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，レコード」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ａ：拒絶審決

No.2

審決日 2000.06.07

審判番号 不服平 10-012917

商標

請求の結論 拒絶

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由

本願商標を指定商品中の「印刷物」に含まれる「カレンダー，写真集」や「写真」に含まれる「ブロマイド」

について使用するときは，その商品が人気歌手の安室奈美恵に関する内容のものであることを表す文字とのみ

取引者・需要者に理解されると認められるから，商品の品質（内容）を表示するものというべきであって，自

他商品の識別する機能を果たしえない。

審査拒絶商品・役務 16 類「カレンダー，写真集，ブロマイド」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ａ：拒絶審決

No.3

審決日 2001.08.06

審判番号 不服平 10-017821

商標 MARIAH CAREY

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 本人

審決の理由

本願商標は，補正後の指定商品の分野においては，原審説示の如き商品の品質を表示するものとして，取引

上普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば，本願商標は，これをその指定商品に使用するも，商品の品質，内容を表示する文字よりなるも

のとはいい難く，自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。

審査拒絶商品・役務 16 類「印刷物（書籍等），書画，写真」

審判登録商品・役務 16 類「印刷物（書籍を除く），書画，写真」

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

特記事項 指定商品中，印刷物から書籍を削除し，登録審決

No.4

審決日 2001.09.26

審判番号 不服 2001-001340

商標 ROLLING STONES

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 ローリングストーンズ商標の管理会社と思われる

審決の理由 （指定商品について補正された結果，拒絶理由は，解消）
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審査拒絶商品・役務

9類「EP レコード，LP レコード，録音及び録画済の磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコン

パクトディスク，コンパクトディスク ROM，その他のレコード，映写フィルム，録音及び錫画済のカード・

フィルム・テープ・カセット・ディスク又はコンピュータチップ，ディジタル録音及びディジタル録画済のカー

ド・フィルム・テープ・カセット・ディスク又はコンピュータチップ」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

No.5

審決日 2002.02.25

審判番号 不服 2001-002883

商標

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号／ 4条 1項 7号／ 4条 1項 8号

出願人と歌手との関係 レコード会社

審決の理由

（１）本願商標のバンド名称が本願指定商品の需要者間において広く知られているとは認めがたいため，直ちに

商品の内容，品質を表示するとは言えず，また，品質誤認のおそれもない。

（２）それ自体きょう激，卑わい，差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるもの

ではなく，本願商標を指定商品に使用することが社会公共の利益に反し，又は社会の一般道徳に反するもので

はなく，更に，他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

（３）当該名称が需要者間において広く知られているとは認めがたく，また，該バンドは既に解散している。

審査拒絶商品・役務 9類「レコード，映写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」

審判登録商品・役務 9類「レコード，映写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」

判断類型 Ｃ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識されない）

特記事項 解散済であることも影響？

No.6

審決日 2002.04.22

審判番号 不服平 10-015864

商標

請求の結論 拒絶

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 不明（無関係？）

審決の理由

「GLOBE」の大文字と「グローブ」の片仮名文字を 2段に横書きしてなる本願商標を指定商品に使用したと

きは，これに接する取引者・需要者は，曲名や具体的なコンサート名を表さないものであるとしても，該商品

の中身が上記広く知られた音楽グループのグローブ（globe）のコンサート模様を録画し編集したもの，或いは

上記グループのプロモーション用ビデオ等を内容とした商品にすぎないと認識するに止まるものといわなけれ

ばならない。

審査拒絶商品・役務 9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ａ：拒絶審決

No.7

審決日 2004.07.09

審判番号 不服 2003-021778

商標 イナゴライダー

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 所属会社
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審決の理由

本願商標は，直ちに特定の事物を連想・想起させるものとはいい難く，また，ロックバンドとして著名な

「175R」の読み仮名を表していると認め得るとしても，特定著作物の内容等を直接的，かつ具体的に表示するも

のとはいい得ない。また，商品の内容等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もない。よっ

て，自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る。

審査拒絶商品・役務 16 類「印刷物」

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｂ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識される）

No.8

審決日 2006.11.24

審判番号 不服 2003-020976

商標 175R

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 5号

出願人と歌手との関係 レコード会社

審決の理由
「175R」の文字からはロックバンドとして広く知られている「イナゴライダー」の称呼，観念が生じる。ま

た，本願商標が商品の記号・符号として使用されている事実もない。

審査拒絶商品・役務 16 類「文房具類，印刷物，写真，写真立て」

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｂ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識される）

No.9

審決日 2006.11.24

審判番号 不服 2004-008351

商標 175R

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 5号

出願人と歌手との関係 レコード会社

審決の理由
「175R」の文字からはロックバンドとして広く知られている「イナゴライダー」の称呼，観念が生じる。ま

た，本願商標が商品の記号・符号として使用されている事実もない。

審査拒絶商品・役務 9類「レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物」等

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｂ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識される）

No.10

審決日 2007.01.18

審判番号 不服 2005-011470

商標 NIRVANA

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 当該歌手関連事項を管理する会社

審決の理由 （指定商品について補正された結果，拒絶の理由は，解消）

審査拒絶商品・役務
9類「レコード，映写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」

16 類「印刷物」

審判登録商品・役務 16 類「新聞，雑誌」

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）
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No.11

審決日 2007.06.19

審判番号 不服 2004-019192

商標

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号

出願人と歌手との関係 本人

審決の理由

本願商標の構成全体より，「（米国等の通貨単位としての）50セント」の意味合いが想起されることもあると

いうべきところ，これを我が国内において，本願の指定商品・指定役務である「音声及び映像を記憶させた記

憶媒体」，「被服，履物」等の商品や「楽団による音楽の演奏」等の役務に使用した場合に，これに接する取引

者，需要者が，これより直ちに本願指定商品及び指定役務の価格や品質（質）等を表示するものと認識すると

はいい得ないものであり，むしろ，構成全体をもって，特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと

みるのが相当である。

また，当審において，職権をもって調査したが，該文字は，音楽家・レコードアーティストである請求人の

芸名として，関係業界においては相当程度知られるものであり，かつ，本願商標を付したコンパクトディスク

やティーシャツなどが我が国内において販売されている事実も認められるところである。

本願商標は，自他商品・役務識別力を有しないということはできない。

審査拒絶商品・役務

9類「音声及び映像を記憶させた記憶媒体」

25 類「被服，履物」

41 類「楽団による音楽の演奏」等

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｂ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識される） 価格表示（審判で否定）

No.12

審決日 2007.08.16

審判番号 不服 2006-026808

商標 天上智喜

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号，4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由

本願商標は，上記 1のとおりの構成よりなるところ，該文字自体，世上一般に親しまれている語とは言い難

く，むしろ，特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものであり，かつ，たとえ，該文字より原審説

示の如き特定の著作物の内容を表示するものとして認識，理解されるとしても，それをもって直ちに特定の著

作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知るところとは言い難いものである。してみれば，本願商

標は，これをその指定商品に使用しても，自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり，また，

これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても，商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないもの

といわなければならない。

審査拒絶商品・役務

9類「録音済みCD-ROM，録画済みCD-ROM，電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROM，レコード盤，

MP3 プレーヤー，ビデオレコーダー，コンパクトディスクプレーヤー，音楽を録音したオーディオテープ，音

楽を録音したビデオテープ，音楽を録音したコンパクトディスク，音楽以外を録音したオーディオテープ，音

楽以外を録音したビデオテープ」

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｃ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識されない）

No.13

審決日 2008.02.15

審判番号 不服 2007-020908

商標

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号，4条 1項 16 号
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出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由 （指定商品について補正された結果，拒絶の理由は，解消）

審査拒絶商品・役務 9類「レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

No.14

審決日 2008.03.04

審判番号 不服 2007-020906

商標

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由 （指定商品について補正された結果，拒絶理由は，解消）

審査拒絶商品・役務 9類「レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

No.15

審決日 2008.03.04

審判番号 不服 2007-020907

商標

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由 （指定商品について補正された結果，拒絶理由は，解消）

審査拒絶商品・役務 9類「レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

No.16

審決日 2008.03.13

審判番号 不服 2007-650053

商標 METALLICA

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号／ 4条 1項 8号

出願人と歌手との関係 構成員により設立された法人

審決の理由

（１）本願商標は，バンドの名称を表す場合があるとしても，本願商標の出願人である同メンバーの構成員によ

りカリフォルニア州で設立された合名会社の名称でもある。そうすると，本願商標は合名会社の名称として商

品の出所を表示するものであり，識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当である。

（２）当審における当該音楽グループの活動を内容とする商品であることを表示するに過ぎないものと平成 19

年 8月 24 日付けの手続補正書に添付された「承諾書（宣誓書）」によって，本願商標を商標登録することにつ

いて，メンバー全員の承諾を得たものと認める。

（３）したがって，本願商標が商標法第 3条第 1項第 3号，同法第 4条第 1項 8 号及び同法第 4条第 1項第 16

号に該当するとして本願を拒絶した原査定は，妥当なものではなく取消しを免れない。
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審査拒絶商品・役務

9類「音楽の演奏を特徴とする予め記録されたビデオ及びオーディオカセットテープ並びに音楽の演奏を特徴

とするレコード」

16 類「ポスター，音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック，ステッカー及び転写紙（dec-

als）」

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｃ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識されない）

No.17

審決日 2009.06.19

審判番号 不服 2008-023617

商標

区分 9

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号

出願人と歌手との関係 レコード会社

審決の理由

結城安浩をリーダーとする 4人の男性コーラスグループ名であるとしても，本願商標を，平成 21 年 6月 11

日提出の手続補正書に記載された第 9類の指定商品に使用してみても，当該指定商品との関係で直ちに商品の

内容を表示するものとまではいえないというのが相当である。

さらに，当審において職権をもって調査するも，本願の指定商品を取り扱う業界において，該「ESCOLTA」

及び「エスコルタ」の文字が商品の品質等を表示するものとして，取引上，普通に採択，使用されている事実

を発見できなかった。

してみると，本願商標は，これをその指定商品に使用しても，自他商品の識別標識としての機能を十分に果

たし得るものである。

審査拒絶商品・役務

9類「コーラスグループ「ESCOLTA」に関する事項を内容とするレコード・電子楽器用自動演奏プログラムを

記憶させた電子回路及び CD-ROM・インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイ

ル・映写フィルム・スライドフィルム・インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファ

イル・録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物」

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｂ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識される）

No.18

審決日 2009.09.09

審判番号 不服 2007-13332

商標

請求の結論 拒絶

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号／ 4条 1項 8号／ 4条 1項 15 号

出願人と歌手との関係 ロックバンドリーダー大友康平の個人会社

審決の理由

本願商標の指定商品及び指定役務にあっては，例えば，歌唱力，演奏力，演技力，表現力等といったものは，

そのアーティストの才能や技量等によっても評価を受けるものであり，その収録曲が「だれ」によって歌唱，

演奏されたものであるのかといったことや，その映像に「だれ」が出演しているのかといったことも，その商

品の品質や役務の質と密接な関連を有するというべきであるから，結局，本願商標は，その商品の品質又は役

務の質を表示したものと認識されるにすぎず，自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ない。

審査拒絶商品・役務

9類「録音済みの磁気テープ・CD（コンパクトディスク）及びMD（ミニディスク），録音済みの DVD・磁気

ディスク・光ディスク・光磁器ディスク・ビデオテープ」

41 類「インターネット又はコンピュータネットワークを通じた音楽・映像の提供」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ａ：拒絶審決（識別力なし）

特記事項

請求人は，『（登録を認めないと，）本願商標を録音済みのCDや録画済みの DVD等について，出願人（請求

人）以外の者が自由に使用することができる結果となり，出願人（請求人）の利益はもちろんのこと，音楽関

係者や「ハウンドドッグ」のファンを始めとする需要者・取引者の利益をも害する結果を招き，却って法目的

に反し妥当でない』旨主張したが，『不正競争防止法等で保護を受けるべき問題であって，自他商品・役務の識

別力を有する商標の保護を本質とする商標法に保護を求めるべき問題ではない。』と断じられた。
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No.19

審決日 2009.12.02

審判番号 不服 2009-650103

商標 AVENGED SEVENFOLD

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 バンドの運営体と思われる

審決の理由 （指定商品について補正された結果，拒絶の理由は，解消）

審査拒絶商品・役務 9類「同グループに関する音楽媒体」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

No.20

審決日 2010.03.24

審判番号 不服 2008-021634

商標

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 遺族が設立した著作権等管理会社

審決の理由

本願商標は，欧文字のサインとおぼしき筆記体風文字で表してなるところ，これは極めて個性的な表現手法

といえる筆法をもって表されているものであって，一見していかなる欧文字を表したものであるかを直ちに理

解することは困難なものといわなければならない。

そうとすれば，本願商標は，直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させるとはいい難く，加えて，これに

接する取引者，需要者が，その指定商品についての品質などを直接的かつ具体的に表示したものとして理解す

るものともいい難い。

してみると，本願商標は，これをその指定商品に使用しても，自他商品の識別標識としての機能を十分に果

たし得るものであり，かつ，商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

審査拒絶商品・役務

9類「レコード，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，録音済み又は録画済みのビデオテープ，ビデオ

ディスク，映写フィルム，スライドフィルム，電子出版物，ドキュメンタリー映像及びミュージカルパフォー

マンスを記憶させたCD-ROM，インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声」

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｃ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識されない）

No.21

審決日 2010.03.24

審判番号 不服 2008-021635

商標 JIMI HENDRIX

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 遺族が設立した著作権等管理会社

審決の理由

「JIMI HENDRIX」の欧文字が「ジミ・ヘンドリックス」を表すものであるとしても，指定商品中の「レコー

ド，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，録音済み又は録画済みのビデオテープ，ビデオディスク，

映写フィルム，スライドフィルム，電子出版物，ドキュメンタリー映像及びミュージカルパフォーマンスを記

憶させたCD-ROM，インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声」との関係において，該文字が，

ジミ・ヘンドリックスがギター演奏した音楽，あるいは，歌手として歌唱した音楽など，ジミ・ヘンドリック

スに何らかの関連がある商品であると理解することができたとしても，直ちに商品の内容を表示するものとま

ではいえないというのが相当である。

審査拒絶商品・役務

9類「レコード，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，録音済み又は録画済みのビデオテープ，ビデオ

ディスク，映写フィルム，スライドフィルム，電子出版物，ドキュメンタリー映像及びミュージカルパフォー

マンスを記憶させたCD-ROM，インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声」

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｂ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識される）
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No.22

審決日 2011.05.27

審判番号 不服 2008-650116

商標 ANGELS AND AIRWAVES

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 バンドの中心メンバー

審決の理由

本願商標は，「ANGELS AND AIRWAVES」の欧文字を横書きしてなるところ，これは，原査定のとおり，

2005（平成 17 年）にアメリカ合衆国サンディエゴで結成された 4人組のロックバンドの名称であることが認め

られる。

しかしながら，2006 年と 2007 年にアルバムを 2枚発売した事実は認められるものの，その発売枚数は不明

であり，少なくとも発売時から現在に至るまで洋楽部門の販売ランキングの上位にランクされた事実は認めら

れない。また，2008 年以降にアルバム，シングルが発売された事実も認められない。

そうすると，本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても，該文字がロックバンドの名称を想起させ

るものとは言い難く，直ちに特定の内容を表示するもの，すなわち，商品の品質又は役務の質を表示するもの

とはいうことはできず，かつ，商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもない。

審査拒絶商品・役務

9類「予め記録された音楽及びミュージカルの音楽の記録物を特徴とするコンパクトディスク並びにオーディ

オカセット及びテープ，音楽の演奏及びミュージカルの上演を特徴とする予め記録された音楽ビデオカセット

及びレーザーデジタルビデオディスク」

41 類「娯楽の提供，すなわちボーカルグループ及び楽器のグループによる実演」

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｃ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識されない）

No.23

審決日 2011.09.12

審判番号 不服 2010-026976

商標 2PM

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 5号

出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由

本願商標は，その指定商品及び指定役務との関係において，商品又は役務の規格，型式等を表す記号・符号

の一類型として理解し認識されるというよりはむしろ，韓国出身のアイドルグループの名称を表したものとし

て認識されるとみるのが相当である。

してみれば，本願商標は，これをその指定商品及び指定役務に使用するときは，自他商品又は自他役務の識

別標識としての機能を果たし得るものである。

審査拒絶商品・役務

9類「インターネットを利用して受信し保存することができる音楽ファイル，レコード，音楽を録音したオー

ディオテープ，音楽を録音したコンパクトディスク，録音済みの音楽記録媒体，ダウンロード可能な電子書籍，

映写フィルム」

41 類「音楽の演奏，受託による作曲」等

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｂ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識される）

No.24

審決日 2011.10.12

審判番号 不服 2011-007218

商標 嵐

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由 （指定役務について補正された結果，拒絶理由は，解消）

審査拒絶商品・役務 41 類「録音又は録画済み記憶媒体の貸与」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）
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No.25

審決日 2011.10.12

審判番号 不服 2011-007219

商標 関ジャニ∞

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由 （指定商品・役務について補正された結果，拒絶理由は，解消）

審査拒絶商品・役務
9類「レコード，録音又は録画済み記録媒体」

41 類「録音又は録画済み記憶媒体の貸与」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

特記事項 16 類「印刷物」については，拒絶されず登録

No.26

審決日 2011.10.12

審判番号 不服 2011-007220

商標 タッキー＆翼

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由 （指定商品・役務について補正された結果，拒絶理由は，解消）

審査拒絶商品・役務
9類「レコード，録音又は録画済み記録媒体」

41 類「録音又は録画済み記憶媒体の貸与」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

特記事項 16 類「印刷物」については，拒絶されず登録

No.27

審決日 2011.10.12

審判番号 不服 2011-007221

商標 TOKIO

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 所属会社

審決の理由 （指定役務について補正された結果，拒絶理由は，解消）

審査拒絶商品・役務 41 類「録音又は録画済み記憶媒体の貸与」

審判登録商品・役務 −

判断類型 Ｄ：登録審決（削除補正で対応）

特記事項

9 類 「インターネットを利用して受信し，及び保存することができる画像ファイル，録画済み DVD・

CD-ROM・ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物」，16 類「印刷物」等については，拒絶理由通知な

し

No.28

審決日 2012.02.10

審判番号 不服 2010-009344

商標 THE OFFSPRING

請求の結論 登録

関係条文 3条 1項 3号／ 4条 1項 16 号

出願人と歌手との関係 アメリカ合州国カリフォルニア州に基づく法人（本人？）
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審決の理由

「THE OFFSPRING」は，アメリカ合衆国カリフォルニア州に基づく法人である請求人の名称であって，該

欧文字及びその読みである「ザオフスプリング（オフスプリング）」の文字は，インターネット等によれば，

1984 年に結成された，アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ群出身のロックバンドの名称と認められる。

ロックバンドとしての「THE OFFSPRING」の活動状況や CD等の販売状況等については，インターネット等

により一定程度見いだすことができるものの，我が国におけるCD等の発売枚数等を確認することができない。

そうとすれば，本願商標は，これをその指定商品又は指定役務について使用しても，取引者，需要者に，直

ちに商品又は役務の特定の内容を表示したものと理解，認識させるとはいい難く，請求人が法人であることも

併せ考慮すれば，請求人の名称として商品又は役務の出所を表示する機能を果たし得るものと認められる。

審査拒絶商品・役務
9類「上記バンドの曲を記録した記録媒体」等

41 類「上記バンドに関した内容とするストリーミングによる音楽及び映像情報の提供」等

審判登録商品・役務 同上

判断類型 Ｃ：登録審決（「歌手名・音楽グループ名」であると認識されない）

Ⅲ 海外における「歌手名・音楽グループ名」の識

別力に関する調査

１．調査内容概要

「歌手名・音楽グループ名」についての識別力の日本

の実務について説明した上で，各国の取り扱いについ

て質問書を送付した。具体的には，2011 年 8月 26 日

付けにて，37 の国と地域の現地代理人に質問書を送付

し，最終的に 27 の国及び地域から回答を得た。

回答国，質問内容，回答結果は，以下の通りである。

【回答国】

北米−アメリカ，カナダ

南米−メキシコ，ブラジル

欧州圏−CTM，フランス，イギリス，スペイン，ノルウェー，ポーランド，オランダ，スウェーデン，デンマーク，

アイルランド，スイス，ロシア

アジア・オセアニア−イラン，トルコ，中国，韓国，香港，シンガポール，台湾，インド，フィリピン，マレーシア，

オーストラリア

【質問内容】

質問書（日本語）

Ｑ１．貴国において，歌手名（音楽グループの名称を含む）の商

標登録は商品・役務について識別力がないとして拒絶される場合

はあるか？

□ はい □ いいえ

Ｑ２．Ｑ１の回答が“はい”である場合，何の商品・役務につい

て識別力がないと判断され拒絶されるのか？

□ 全ての商品又はサービス

又は，特に以下の商品若しくはサービス

□ 音楽が記憶された記録媒体（音楽CD，音楽 DVD等）

□ 画像（ブロマイド）

□ 音楽CDの貸与

□ その他（具体的にご教示ください。）

Ｑ３：Ｑ１の回答が“はい”である場合，商品・役務について識

別力がないと判断される根拠についてお知らせ下さい（法律，判

例，運用，その他）。

Ｑ４．Ｑ１の回答が“はい”である場合，歌手名についての商標

登録出願が商品・役務について識別力がないことを理由に拒絶さ

れた典型的な事例があれば簡単にご教示下さい。

Ｑ５．その他，何かあればご記入下さい。

質問書（英語）

Q1. Have there been any cases in your country in which

trademark registration for names of musicians (including

names of musician groups) has been rejected as descriptive of

goods or services?

□ Yes □ No

Q2．If yes to Question 1, which kind of goods or services are

involved?

□ All goods or services

OR specify

□ Compact discs featuring music (Music CDs, Music

DVDs etc)

□ Images

□ Rental of Music CDs

□ Any other goods or services: (please name it)

Q3. If yes to Question 1, what is the basis that trademarks for

names of musicians are regarded as descriptive under the

examination procedures (e.g., law, precedent, guide line, or

anything else) ?

Q4. If yes to Question 1, please briefly describe a typical case

where a trademark application for names of musicians has been

rejected based as descriptive of goods or services.

Q5． Any comments on this matter will be appreciated.
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【回答結果】

質問書に対する回答概要は，以下の通りである。

No. 地域 国 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

1 北米 アメリカ N - - - ○

2 カナダ N - - - ○

3 南米 メキシコ N - - - ○

4 ブラジル N - - - ○

5 欧州圏 CTM N - - - ○

6 フランス N - - - ×

7 イギリス Y ○

8 スペイン N - - - ○

スペイン N - - - ○

9 ノルウェー N - - - ○

10 ポーランド N - - - ×

11 オランダ N - - - ×

12 スウェーデン N - - - ○

13 デンマーク N - - - ○

14 アイルランド N - - - ○

15 スイス N - - - ○

16 ロシア N - - - ×

17 アジア イラン N - - - ×

18 ・ トルコ N - - - ○

19 オセア 中国 N - - - ○

ニア 中国 N - - - ○

20 韓国 N - - - ×

21 香港 Y ○

香港 Y ○

22 シンガポール N - - - ○

23 台湾 N - - - ○

24 インド N - - - ○

25 フィリピン N - - - ○

26 マレーシア N - - - ○

27 オーストラリア N - - - ○

Y＝ YES，N＝ NO

質問の回答については，現地代理人の見解に基づく

ものも含まれることに留意されたい。また，同一国に

ついて，2，3の異なる代理人に質問書を送付し，回答

のばらつきがないように試みた。

２．海外の状況

（１） 回答一覧に示す通り，イギリス，香港以外の国，

地域については，「歌手名・音楽グループ名」について

識別力を理由とした拒絶例の報告はなかった。「イギ

リス」については「印刷物」等，「香港」については「イ

ンターネットのウェブサイトによる娯楽目的のための

映画情報，伝記情報及びニュースなどの娯楽の提供」

について拒絶例が報告された。また，CTMについて

は，「歌手名・音楽グループ名」について識別力は問題

とされないと報告された。アメリカについては，2 つ

以上の異なる作品にその名称が出所を示す識別標識と

して使用されている使用証拠を提出すれば，登録され

るとの回答を得た。

以下，回答国中，イギリス，香港，CTM，アメリカ

について簡単に紹介する。

（２） イギリス

１）「印刷物，ポスター，ポスターブック」について

は，識別力は認められない。以下で紹介する

「Linkin Park」事件において拒絶されている。

２）「歌手名・音楽グループ名」の識別力は，イギリス

商標法 3（1）（c），ガイドラインに基づいて判断され

る。すなわち，有名な名称（例えば，歌手名又はグ

ループ名）が使用され，その使用対象商品・役務に

名称が有する名声が関連しない場合に，有名な名称

が一定の商品又は役務との関係で，出所表示として

よりもむしろ個人又はグループについての商品・役

務の表示として消費者に認識されるときには，イギ

リス商標法 3（1）（c）により登録は認められない。

イギリス商標法 3（1）（c）

以下に該当する場合，登録されない。

- 商品又は役務の種類，品質，数量，用途，価格，原産地

又はその他の特徴を表示する商標，商品の生産時期，役務の

提供時期を表示する商標

ガイドライン（40 〜 42ページ）(2)

有名な名称

有名な名称について（商品・役務の取引より名声が生じな

い限り），ある商品・役務に使用される場合に，名称が需要者

からして，商品・役務の提供，管理，保証をする者というよ

りも寧ろ商品・役務の表示と表現される可能性がある。

（中略）

従って，有名な名称が登録を受けようとする商品・役務と

の関係で記述的であるか否かは，需要者によって，商品・役

務の内容の記述以上の何かが知覚されるかを検討することが

正しいアプローチである。以下は，不確定な主要分野につい

ての記述である。

１ メディア

印刷された刊行物，記録された音・映画・映像・テレビ番

組・ミュージカル・ライブパフォーマンス等について，その

ような商品・役務への商標の使用は，所有者の管理や保証を

暗に示すものであり，有名人又は有名なグループの名称は商

標として機能する。従って，通例，これらの商品への有名な

名称の登録は拒絶されない。
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２ 単なるイメージキャリア

有名人又は有名なグループの名称は，ポスター，写真，模

写，置物の内容の単なる説明として認識される。よって，有

名人又は有名なグループの名称は，単に商品の内容の説明と

認識されるので，需要者にこれらの商品の商標としては認識

されない。商標法 3（1）（b）＆（c）の規定から拒絶される。

３）「Linkin Park LLCʼs Trade Mark Application

[2006] E.T.M.R 74」事件（2005 年 2月 7 日）

Linkin Park（リンキンパーク）は，イギリスでも多

数のファンを獲得している人気の高いアメリカのロッ

クグループである。2002 年，Linkin Park LLC は，第

9，14，16，18，21，25，26 及び 41 類に属する商品・

役務について商標「LINKIN PARK」を出願した。イ

ギリス特許庁は，第 16 類「印刷物，ポスター，ポス

ターブック」については，当該商標はこれらの商品と

の関係で記述的であるとして出願を拒絶した。本件は，

Linkin Park LLC が，これを不服としたものである。

当該事件においては，判断には誤りはないとされ

た。すなわち，「LINKIN PARK」は，その商標登録出

願の時点において音楽ファンの間で広く認識されてお

り，ポスターのような「イメージキャリア（Image

carriers）」に使用される際には，その表示は商品の特

徴，すなわち，そのグループの姿を含むポスターであ

ることを示し記述的であると判断した。したがって，

本件商標は，「印刷物，ポスター，ポスターブック」と

の関係で記述的であり，商標法 3（1）（c）の規定から

（登録は）認められない。

４）小括

イギリスでは，日本と同様に，特定の指定商品・役

務との関係で識別力がないと判断される場合がある。

ガイドラインには，「イメージキャリア（Image car-

riers）」について識別力が認められないとされ，

「Linkin Park」事件においては，「印刷物，ポスター，

ポスターブック」については識別力は認められないと

して拒絶されている。ただし，イギリスでは，日本と

は異なり，ガイドライン「1 メディア」で説明されて

いる様に，「音楽が記録された記録媒体」等については

識別力を有すると考えられている。

（３） 香港

１）香港代理人によれば，有名な歌手，著名人の名

称は，3，9，14，18，25 及び 41 類において登録の可能

性があると報告されている。但し，香港の審査実務は

先例に拘束されないこともあり，今後，次の商品・役

務については以下の様な取扱いになると考えられる。

41 類「娯楽目的のためのニュースの提供」について

は，過去の拒絶例のように(3)，登録が拒絶される可能

性がある。一方，16 類「印刷物，本，ポスター」につ

いては，過去に登録例があるものの(4)，イギリスの

「LINKIN PARK」事件において，それら商品について

登録が拒絶されており，香港商標局は，これらの商品

に関しては英国の決定によると考えられる。

２）識別力に関する根拠規定は，以下の審査官に提

示される審査実務による。

〈審査実務〉

著名人の名称は，以下の２つの条件を満たす場合，登録さ

れる。

① 登録出願が本人又は本人の承諾を得たものによるこ

と。

② 著名人の名称が「識別力を有する」こと。つまり，商

品の出所表示として機能すること。審査においては，名称が

特定の出所からの商品・役務の表示として認識されるか否

か，又は，商品・役務において使用することが著名人の記念

（commemoration），あるいは，その人に「関する表示」とし

て，使用されるか否かについて行なわれる。著名人の名称の

識別力については，使用される商品・役務も考慮される。

（４） CTM

OHIMは，「歌手名・音楽グループ名」の名称は，識

別力がある登録可能なものとして容認している。以

下，登録例の一例を紹介する。

CTM No. 商標 権利者 区分

001081314 BEETHOVEN Universitätsbuchhandlung Bouvier
GmbH & Co KG (GE)

14，16，21，
24，30，33

000219048 BEATLES Apple Corps Limited. (GB) 6，9，14，
15，16，18，
20，21，24，
25，26，27，
28，34，41

000169680 ROLLING
STONES

Musidor B.V. (NL) 9，25，26，
41

（５） アメリカ

１）アメリカにおいて，「歌手名・音楽グループ名」

は，音楽記録媒体，音楽演奏サービス等に登録されて

いる。

２）但し，音楽記録媒体の登録については，以下の

審査基準（TMEP）に示される通り，2 つ以上の異な

る作品にその名称が出所を示す識別標識として使用さ

れている使用証拠を提出する必要がある。
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審査基準（TMEP）

1202.09(a) 作家並びにアーティストの名称及び芸名

著作物に使用される著者名，音楽記録（媒体）に使用され

るアーティスト名からなる標章は，著者名又はそのアーティ

ストとして単に特定するためだけに用いられる場合には，米

国商標法第 1，2，45 条（15 U.S.C § 1051，1052，1127）の規

定により登録が拒絶される。

（中略）

但し，著者名又はアーティスト名は，以下の場合に商標登

録される。

(1)著作物又は記録物のシリーズ名として使用される場合

（a series of written or recorded works），かつ

(2)単にその著作物の著作者やアーティスト名を示すだけ

ではなく，名称がシリーズの出所を識別することを示す十分

な証拠を出願に包含する場合

1202.09(a)(i) 著作者名又はアーティスト名 − シリー

ズを示す証拠

著作者名又はアーティスト名の商標登録を求める出願で

は，出願人はその標章が少なくとも 2以上の異なる作品に表

示されることを示す証拠を提出しなければならない。その名

称が表示される複数の書籍の表紙やCDジャケットの写しが

その証拠となりうる。

３）小括

アメリカにおいては，2 つ以上の異なる作品（a

series of written or recorded works）に使用され，そ

の使用証拠を提出しなければならないものの，音楽

CD等の証拠を提出すれば登録されうる。

３．海外について小括

調査回答国 27カ国中，イギリス，香港の 2カ国以外

の国，地域については，「歌手名・音楽グループ名」に

ついて識別力を理由とする拒絶例は報告されなかっ

た。また，イギリス，香港においても，音楽 CDにつ

いては，識別力が認められると報告されている。ま

た，アメリカにおいては，その名称が 2つ以上の異な

る作品にシリーズの出所を示す識別標識として使用さ

れていることを示す使用証拠を提出すれば登録され

る。

従って，音楽 CDとの関係では，「歌手名・音楽グ

ループ名」について識別力があるとするのが，国際的

に趨勢であると考えられる。

Ⅳ まとめ

１．問題の所在

上述の通り，2004 年以降は，「歌手名・音楽グループ

名」について，識別力を認める審決が多い。登録審決

の中には，「歌手名・音楽グループ名」と認識されると

した上で登録を認めたり，「歌手名・音楽グループ名」

と認識されないことを理由に登録を認める審決も存在

する。従って，「歌手名・音楽グループ名」について，

識別力が認められるのか，未だ不明である。

よって，その取り扱いを統一すべきであると考えら

れるが，委員会の議論においては様々な意見が出され

た。議論の中で，「歌手名・音楽グループ名」が商標登

録されると，権利者に商標を独占・排他的に使用する

権利が与えられることになるので，ミュージシャン以

外が権利者である場合には，ミュージシャンによる

「歌手名・音楽グループ名」の使用が排除されることへ

の配慮が必要であると考えられた(5)。例えば，第三者

により「歌手名・音楽グループ名」が商標登録された

場合やミュージシャンの所属会社が「歌手名・音楽グ

ループ名」について商標権を取得しその後ミュージ

シャンが所属会社を辞めた場合等，ミュージシャンが

「歌手名・音楽グループ名」を継続して使用することが

可能かという問題が考えられる。この点については，

「歌手名・音楽グループ名」にミュージシャンの音楽活

動の成果が蓄積されること，また，ファンや需要者が

「歌手名・音楽グループ名」でミュージシャンを区別し

ている実情が想定されることから，ミュージシャンに

よる「歌手名・音楽グループ名」の使用は認められる

方向で調整すべきと考えられた。

以下，この点に配慮しつつ，「歌手名・音楽グループ

名」の識別力，登録の可否について検討してみたいと

考える(6)(7)。

２．考察

委員会の議論においては，大別して，3つの意見・考

え方に分かれた。以下，順次（１）〜（３）で紹介す

る。

（１） まず，「歌手名・音楽グループ名」について，例

えば，「HOUND DOG/ハウンドドック事件」（No.18）

で顕著に指摘されたように，「・・・その収録曲が「だ

れ」によって歌唱，演奏されたものであるのかといっ

たことや，その映像に「だれ」が出演しているのかと

いったことも，その商品の品質や役務の質と密接な関

連を有するというべきであるから，結局，本願商標は，

その商品の品質又は役務の質を表示したものと認識さ

れるにすぎず，自他商品・役務の識別標識として機能

を果たしえないものといわざるを得ない。」として識

別力を否定し商標登録を認めない考え方である。
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登録の場面において，「歌手名・音楽グループ名」の

識別力が否定され商標権が付与されない場合には，上

述した「歌手名・音楽グループ名」に商標権が付与さ

れた場合に生じる問題を避けることができる。仮に，

査定時にミュージシャンが無名であって，第三者によ

る出願商標が「歌手名・音楽グループ名」であるとは

認識されずに登録されてしまった場合であっても，

ミュージシャンによる「歌手名・音楽グループ名」の

使用は，記述的な使用であり，許されると考えられる。

（２） 一方で，「歌手名・音楽グループ名」が内容表示

と考えられるとしても登録しても良いとの考え方が提

案された。

上記（１）のように識別力を否定する場合，「歌手

名・音楽グループ名」は内容表示として使用される使

用態様を限定して判断している。しかしながら，3 条

における識別力の審査は，商標の構成自体が識別力を

有しているか否か商標の構成自体との関係に基づいて

判断されるべきものであり，具体的な使用態様まで限

定して判断することは要求されていない。従って，

「歌手名・音楽グループ名」の使用態様を限定して審査

するのは妥当ではなく，「歌手名・音楽グループ名」自

体に識別力が認められるならば登録すべきである。

そして，将来的にも「歌手名・音楽グループ名」が

内容表示としてしか使用されないとは言い切れない。

例えば，「歌手名・音楽グループ名」を含む会社等が設

立された場合，「歌手名・音楽グループ名」は会社名称

として商品の出所を表示する可能性がある。上述した

「METALLICA」 事 件 （No.16） や 「THE

OFFSPRING」事件（No.28）は，同名称が会社名称で

もあったことから会社名称として出所を表示する場合

があるとの理由が補足され登録が認められている。

以上の通り，「歌手名・音楽グループ名」の音楽CD

への使用が内容表示であって商標的使用にならないと

しても，登録を認めるべきである。この場合，ミュー

ジシャンによる「歌手名・音楽グループ名」の使用が

問題となる場合には，上記（１）と同様にその使用は

認められるべきと考えられる。

（３） 更に，「歌手名・音楽グループ名」については，

例えば，音楽CDへの使用についても識別力が認めら

れ商標的使用でありその登録を認める考え方も可能で

ある。

そもそも「歌手名・音楽グループ名」は，他の「歌

手名・音楽グループ名」と区別するために使用されて

おり，販売店において音楽 CDは一般的に歌手名順に

並べられている。購入者は「歌手名・音楽グループ名」

を目印に購入する。従って，「歌手名・音楽グループ

名」は，特定の個性化された商品を他の商品と識別す

るために使用されていると考えられ，識別力が認めら

れると考えられる。

特に，現在の法制度では，3 条 1 項各号により識別

力が認められない場合であっても，使用により識別力

を獲得した場合，3 条 2 項の適用により，その登録が

認められる法律構成がとられている。そうとすれば，

有名な「歌手名・音楽グループ名」については，識別

力があり，よって登録が認められるべきである。

このように考えた場合，特に，第三者に登録されて

しまった場合や，所属会社において「歌手名・音楽グ

ループ名」が商標登録され，ミュージシャンが所属事

務所を辞めた場合には，ミュージシャンが継続してそ

の名称を使用できるか否かが問題となる。この場合に

は，商標法 26 条の解釈又は援用により使用を認める

べきであると考えられる(8)。

（４） そして，既に述べた通り，国際的には，「歌手

名・音楽グループ名」については識別力を理由として

拒絶される国は少なく，登録を認めるのが趨勢であ

る。

（５）「歌手名・音楽グループ名」の識別力，登録の可

否についての議論の状況は，以上の通りである。

現在の音楽ビジネスの環境においては，例えば，所

属会社が何名ものミュージシャンを抱え，戦略的にビ

ジネスを行っていることから，「歌手名・音楽グループ

名」について何らかの保護を受けたいと商標登録出願

されていると推測される。また，「歌手名・音楽グルー

プ名」に識別力があるか否かは未だ議論が分かれると

ころではあるが，第三者が「歌手名・音楽グループ名」

を使用すれば，何らかの混同が生じ，ミュージシャン

のみならず需要者・取引者が不利益を被ることは明ら

かである。従って，商標法による保護が図られる可能

性が存在するので，商標登録を認めることが良いと考

えられる。また，世界的ミュージシャンらはグローバ

ルな音楽活動を展開しており，日本を含め世界各国で

商標登録出願を行っていると考えられ，ハーモナイ

ゼーションの観点からは，日本においても「歌手名・

音楽グループ名」商標の識別力を認め，その登録を認

める方が良いと考えられる。

「歌手名・音楽グループ名」について商標登録を認め
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た場合の問題点については，上述の通り，大きな不都

合を回避しその調整が図れるものと考えられる。従っ

て，「歌手名・音楽グループ名」については，商標登録

を認め，その上で問題が生じる場合には，調整を図っ

ていくのが良いと考えられる。

以上

注

(1)関連する規定として，審査基準の書籍の題号等について規

定した以下の「五．第 3 条 1 項第 3 号 7.8.10」が挙げられ

る。

７．(１) 書籍の題号については，題号がただちに特定の内

容を表示するものと認められるときは，品質を表示

するものとする。

(２) 新聞，雑誌等の定期刊行物の題号は，原則として，

自他商品の識別力があるものとする。

８．映像が記録された「フィルム」については，題名がただ

ちに特定の内容を表示するものと認められるときは，品質

を表示するものとする。「録音済みの磁気テープ」，「録音

済みのコンパクトディスク」，「レコード」等についても同

様とする。

10．指定役務（映写フィルムの貸与，録画済み磁気テープの

貸与，録音済み磁気テープの貸与，録音済みコンパクト

ディスクの貸与，レコードの貸与等）との関係において，

その役務の提供を受ける者の利用に供する物（映写フィル

ム，録画済みの磁気テープ，録音済みの磁気テープ，録音

済みのコンパクトディスク，レコード等）の題名がただち

に特定の内容を表示するものと認められるときは，役務の

質を表示するものとする。

(2)http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap3-exam.pdf

(3)「CATHERINE ZETA-JONES」（出願番号 300720134AB）

の出願において，41 類「容姿も含む役者による娯楽の提供，

娯楽の提供，インターネットのウェブサイトによる娯楽目的

のための映画情報，伝記情報及びニュースなどの娯楽の提

供；ファンクラブの企画・運営又は管理」が拒絶された。

(4)「BRITNEY SPEARS」（登録番号 200408081）について，16

類「印刷物，ポスター」に登録が認められている。

(5)歌手等の実演家に対しては，氏名表示権が認められており

（90 条の 2第 1項），歌手の歌をCDとして販売する場合，劇

場用映画を製作する場合などに，実演家は，CDのジャケッ

ト・歌詞カードや映画のエンディングロールなどに自分の氏

名・芸名等を表示すること，又は表示しないことを求めるこ

とができる。但し，氏名表示権を持つのは個人としての実演

家であるので，「ザ・ビートルズ」などのグループ名は，「そ

の他氏名に代えて用いられるのもの」には該当しないとされ

ている（加戸守行「著作権法逐条講義［五訂新版］」（著作権

情報センター・2006 年）481-483頁）。

(6)参考文献：小嶋 崇弘「商標の類否判断における取引実情

の考慮と音楽CDにおけるアーティスト名表示の「商品等表

示としての使用」該当性− ELLEGARDEN 事件−（知的財

産法政策学研究 Vol.21（2008））

(7)参考文献：田村善之「書籍の題号，著作者名の表示と登録商

標権」（発明 91巻 10 号・1994 年）。

(8)参考文献：上掲注(7)131頁。田村善之「商標法概説［第 2

版］」（弘文堂・2000 年）234頁。

(原稿受領 2012. 5. 25)
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